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丸亀市第7期障がい福祉計画及び第3期障がい児福祉計画（案）前回の福祉推進委員会後の修正箇所一覧

ページ 修正の箇所 修正の内容

1 3段落目4行目「計画期間を終了すること

から、」の後に挿入

国の「障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本

的な指針」（以下、「国の指針」という。）に即して、

31 成果目標の表中の数値の欄の修正

1行目「令和3年度の一般就労移行者数」

数値5→7

31 成果目標の表中の数値の欄の修正

2行目「一般就労への移行者数」

数値7→10、考え方の1行目1.4倍→1.43倍、2行目7人→10人

31 成果目標の表中の数値の欄の修正

3行目「うち、就労移行支援事業」

数値3→7

31 成果目標の表中の数値の欄の修正

5行目「うち、就労継続支援B型」

数値2→1

31 成果目標の表中の数値の欄の修正

7行目「令和3年度末の就労定着支援事業

の利用者数」

数値10→11

31 成果目標の表中の数値の欄の修正

8行目「就労定着支援事業の利用者数」

数値14→16、考え方の1行目1.41倍→1.45倍、2行目14人→16人

31 成果目標の表中の数値の欄の修正

9行目「就労定着率が7割以上の就労定着

支援事業所数の割合」

数値1箇所→10割、考え方の3行目から4行目「就労定着率が7割以上を維持すること

を目標とします」

38 実績と見込みの表中、4行目「就労選択支

援」の欄の追記

サービス名の欄「※国により令和7年10月創設予定」を追記

40 見込み量確保のための方策の修正 2段落目の文頭の「また」を削除、4段落目として「また、国の報酬改定の動向を踏ま

えながら、事業所と連携したサービスの確保に努めます。」を追加
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ページ 修正の箇所 修正の内容

48 事業の概要の表中、2行目「介護・訓練支

援用具」の内容の修正

3番目「訓練用いす」、4番目「訓練用ベッド」を削除し、「体位変換器」を挿入

48 実績と見込みの表中、6行目「居宅生活動

作補助用具」の欄

令和5年度の実績値0→7

49 （手話奉仕員養成研修事業）見込み量確

保のための方策の2文目の文頭修正

「手話奉仕員を養成する事業について、」


